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木 更 津 市 



 

令和３年３月市議会定例会議案目録（その２） 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第１０号 木更津市教育委員会教育長の任命について 総 務 部 １ 

議案第１１号 令和３年度木更津市一般会計予算 財 務 部 別冊 

議案第１２号 令和３年度木更津市国民健康保険特別会計予算 市 民 部 別冊 

議案第１３号 令和３年度木更津市後期高齢者医療特別会計予算 市 民 部 別冊 

議案第１４号 令和３年度木更津市介護保険特別会計予算 福 祉 部 別冊 

議案第１５号 令和３年度木更津市公設地方卸売市場特別会計予算 経 済 部 別冊 

議案第１６号 
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
市 長 公 室 ２ 

議案第１７号 
木更津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
市 長 公 室 ３ 

議案第１８号 手数料条例の一部を改正する条例の制定について 総 務 部 ４ 

議案第１９号 
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 
総 務 部 ２２ 

議案第２０号 
木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について 
市 民 部 ２３ 

議案第２１号 
木更津市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
健康こども部 ２５ 

議案第２２号 
木更津市心身障害児童福祉手当支給条例の一部を改正

する条例の制定について 
福 祉 部 ２６ 

議案第２３号 
木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
福 祉 部 ２７ 



 

議案第２４号 

木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関す

る基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

福 祉 部 ３０ 

議案第２５号 

木更津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指

定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

福 祉 部 ３２ 

議案第２６号 

木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

福 祉 部 ３４ 

議案第２７号 

木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

福 祉 部 ３８ 

議案第２８号 
木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の

制定について 
都 市 整 備 部 ４３ 

議案第２９号 
木更津市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
都 市 整 備 部 ４４ 

議案第３０号 財産（工作物）の取得について 環 境 部 ４５ 

議案第３１号 財産（工作物）の取得について 経 済 部 ４６ 

議案第３２号 財産（土地）の貸付について 総 務 部 ４７ 

議案第３３号 財産（建物）の譲渡について 総 務 部 ４８ 

議案第３４号 権利（債権）の放棄について 都 市 整 備 部 ４９ 

議案第３５号 権利（債権）の放棄について 都 市 整 備 部 ５０ 

議案第３６号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約

の締結について 

環 境 部 ５１ 



 

議案第３７号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約

の締結について 

 

教 育 部 ５２ 

議案第３８号 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房

総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の一部

を改正する規約に関する協議について 

環 境 部 ５３ 

議案第３９号 令和３年度木更津市下水道事業会計予算 都 市 整 備 部 別冊 

 



議案第１０号 

木更津市教育委員会教育長の任命について 

 木更津市教育委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住 所 氏  名 生 年 月 日

 廣 部 昌 弘  

令和３年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

提案理由 

 木更津市教育委員会教育長髙澤茂夫氏の任期満了に伴い、新たに廣部昌弘氏を教育長に任命し

ようとするものである。 
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議案第１６号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例 

附属機関設置条例（昭和３４年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 別表木更津市庁舎整備検討委員会の項を次のように改める。 

木更津市庁舎

整備事業者選

定審査委員会 

本市の庁舎整備事業

の事業者を選定する

ため調査、審議する

こと。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 市の職員 

 

７人以内 ２年 

  附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市庁舎整備検討委員会を廃止し、木更津市庁舎整備事業者選定審査委員会を設置するた

め、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第１７号 

木更津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市行政組織条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市行政組織条例の一部を改正する条例 

木更津市行政組織条例（昭和４６年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号に次のように加える。 

オ 公共施設マネジメントに関する事項 

  附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

行政需要の変化に的確に対応した組織機構の改革に伴い、関係条文の整備をしようとするもの 

である。 
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議案第１８号 

手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和３年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

   手数料条例の一部を改正する条例 

 手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第３都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５３条第１項の規

定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の項中 

「 

   (ア) ３００平方メートル以内のも 

   の １０，０００円 

 (イ) ３００平方メートルを超え２  

   ，０００平方メートル以内のも 

   の ２８，０００円 

 (ウ) ２，０００平方メートルを超  

   え５，０００平方メートル以内 

のもの ８５，０００円 

  (エ) ５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のもの １３４，０００円 

  (オ) １０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メートル

以内のもの １７０，０００円 

  (カ) ２５，０００平方メートルを

超えるもの ２１２，０００円 

                                       」 

を 
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「 

   (ア) ３００平方メートル以内のも

の ９，０００円 

(イ) ３００平方メートルを超え１ 

，０００平方メートル以内のも

の １６，０００円 

 (ウ) １，０００平方メートルを超  

   え２，０００平方メートル以内

のもの ２６，０００円 

  (エ) ２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以内

のもの ７６，０００円 

  (オ) ５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のもの １２０，０００円 

   (カ) １０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メートル

以内のもの １５２，０００円 

  (キ) ２５，０００平方メートルを

超えるもの １８９，０００円 

                                          」 

に、 

「 

   (ア) ３００平方メートル以内もの       

   の ２５５，０００円 

 (イ) ３００平方メートルを超え２  

   ，０００平方メートル以内のも 

   の ４０７，０００円 

 (ウ) ２，０００平方メートルを超  
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   え５，０００平方メートル以内 

のもの ５７９，０００円 

  (エ) ５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のもの ７０３，０００円 

  (オ) １０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メートル

以内のもの ８３７，０００円 

  (カ) ２５，０００平方メートルを

超えるもの ９５６，０００円 

」 

を 

「 

   (ア) ３００平方メートル以内のも

の ２１５，０００円 

(イ) ３００平方メートルを超え１ 

，０００平方メートル以内のも

の ２６９，０００円 

 (ウ) １，０００平方メートルを超  

   え２，０００平方メートル以内

のもの ３４７，０００円 

  (エ) ２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以内

のもの ４９５，０００円 

  (オ) ５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のもの ６１０，０００円 

   (カ) １０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メートル
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以内のもの ７２１，０００円 

  (キ) ２５，０００平方メートルを

超えるもの ８２２，０００円 

」 

に改め、同表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第１項又は第１３条第２

項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の項単位及び金額の欄を次のように改める。 

⑴ 建築物エネルギー消費性能基準等を 

定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号）第１条第１項第

１号イに掲げる基準に適合する非住宅

部分を有する建築物（同号の非住宅部

分を有する建築物をいう。以下この項

において同じ。） 

ア 工場等（非住宅部分の全部を工場 

、危険物の貯蔵若しくは処理に供す

るもの、水産物の増殖場若しくは養

殖場、倉庫、卸売市場又は火葬場、

と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他の処理施設の用途に供する建築

物をいう。以下この項において同じ

。） 建築物エネルギー消費性能確

保計画１件につき、当該建築に係る

部分の床面積の合計が 

(ア) ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの     

２９，０００円 

(イ) １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ４１，０００円 
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(ウ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ９６，０００円 

(エ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １４２，０００円 

(オ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １７６，０００円 

(カ) ２５，０００平方メートル以

上のもの ２１７，０００円 

イ ア以外の場合 建築物エネルギー

消費性能確保計画１件につき、当該

建築に係る部分の床面積の合計が 

(ア) ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの 

 ２６９，０００円 

(イ) １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ３４７，０００円 

(ウ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ４９５，０００円 

(エ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ６１０，０００円 

(オ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ７２０，０００円 
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(カ) ２５，０００平方メートル以

上のもの ８２２，０００円 

⑵ 建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第１号ロに掲

げる基準に適合する非住宅部分を有す

る建築物 

ア 工場等 建築物エネルギー消費性

能確保計画１件につき、当該建築に

係る部分の床面積の合計が 

(ア) ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの    

２５，０００円 

(イ) １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ３６，０００円 

(ウ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ９０，０００円 

(エ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １３５，０００円 

(オ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １６８，０００円 

(カ) ２５，０００平方メートル以

上のもの ２０８，０００円 

イ ア以外の場合 建築物エネルギー

消費性能確保計画１件につき、当該

建築に係る部分の床面積の合計が 
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(ア) ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの    

１０５，０００円 

(イ) １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの １３８，０００円 

(ウ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ２２３，０００円 

(エ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ２９１，０００円 

(オ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ３４９，０００円 

(カ) ２５，０００平方メートル以 

上のもの ４１０，０００円 

別表第３建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条第１項の規定による建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項中「第２９条第１項」を「第３４条

第１項」に、 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       

    ２６，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ７６，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満
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のもの １２０，０００円 

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以

上のもの １８９，０００円 

」 

を 

「 

     ｂ ３００平方メートル以上１， 

     ０００平方メートル未満のもの       

    １６，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ２６，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ７６，０００円 

ｅ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １２０，０００円 

ｆ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

ｇ ２５，０００平方メートル以

上のもの １８９，０００円 

」 

に、 

「 
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    ｂ ３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       

    ３４７，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ４９５，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ６１０，０００円 

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ７２０，０００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以

上のもの ８２２，０００円 

」 

を 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの       

    ２６９，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ３４７，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ４９５，０００円 

ｅ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ６１０，０００円 
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ｆ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ７２０，０００円 

ｇ ２５，０００平方メートル以

上のもの ８２２，０００円 

」 

に、 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上２， 

     ０００平方メートル未満のもの       

    １３８，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ２２３，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ２９１，０００円 

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ３４９，０００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以

上のもの ４１０，０００円 

」 

を 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの       

    １０５，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上
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２，０００平方メートル未満の

もの １３８，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ２２３，０００円 

ｅ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ２９１，０００円 

ｆ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ３４９，０００円 

ｇ ２５，０００平方メートル以

上のもの ４１０，０００円 

」 

に、 

「 

   (イ) ３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       

    ２６，０００円 

(ウ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ７６，０００円 

(エ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １２０，０００円 

(オ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

 (カ) ２５，０００平方メートル以
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上のもの １８９，０００円 

」 

を 

「 

   (イ) ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの       

    １６，０００円 

(ウ) １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ２６，０００円 

(エ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ７６，０００円 

(オ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １２０，０００円 

 (カ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

 (キ) ２５，０００平方メートル以

上のもの １８９，０００円 

」 

に、「第２９条第３項各号」を「第３４条第３項各号」に改め、同表建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３１条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の

認定の申請に対する審査の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に、「第２９条第３項

各号」を「第３４条第３項各号」に、「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、同表建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３６条第１項の規定による建築物のエネルギー

消費性能に係る認定の申請に対する審査の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、 

「 
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    ｂ ３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       

    ２６，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ７６，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １２０，０００円 

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以

上のもの １８９，０００円 

」 

を 

「 

     ｂ ３００平方メートル以上１， 

     ０００平方メートル未満のもの       

    １６，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ２６，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ７６，０００円 

ｅ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １２０，０００円 
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ｆ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

ｇ ２５，０００平方メートル以

上のもの １８９，０００円 

」 

に、 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上２， 

     ０００平方メートル未満のもの       

    ３４７，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ４９５，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ６１０，０００円 

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ７２０，０００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以

上のもの ８２２，０００円 

」 

を 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの       

    ２６９，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上
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２，０００平方メートル未満の

もの ３４７，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ４９５，０００円 

ｅ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ６１０，０００円 

ｆ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ７２０，０００円 

ｇ ２５，０００平方メートル以

上のもの ８２２，０００円 

」 

に、 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       

    １３８，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ２２３，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ２９１，０００円 

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ３４９，０００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以
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上のもの ４１０，０００円 

」 

を 

「 

    ｂ ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの       

    １０５，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの １３８，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ２２３，０００円 

ｅ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの ２９１，０００円 

ｆ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの ３４９，０００円 

ｇ ２５，０００平方メートル以

上のもの ４１０，０００円 

」 

に、 

「 

   (イ) ３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       

    ２６，０００円 

(ウ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の
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もの ７６，０００円 

(エ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １２０，０００円 

(オ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

(カ) ２５，０００平方メートル以

上のもの １８９，０００円 

」 

を 

「 

   (イ) ３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの       

    １６，０００円 

(ウ) １，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの ２６，０００円 

(エ) ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの ７６，０００円 

(オ) ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの １２０，０００円 

(カ) １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの １５２，０００円 

(キ) ２５，０００平方メートル以

上のもの １８９，０００円 
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」 

に改め、同表の備考中「第３０条第２項（同法第３１条第２項」を「第３５条第２項（同法第３

６条第２項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第４号）

の施行等に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第１９号 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

令和３年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４０年木更津市条例第９号）の

一部を次のように改正する。 

 附則第３項中「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

特別職の職員で常勤のものの給料月額を減額して支給する期間を延長するため、関係条文の整

備をしようとするものである。 
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議案第２０号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

木更津市国民健康保険税条例（昭和５０年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

第２３条第１号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に

規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得

税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が６０万円

を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超

える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「

給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあつては、４３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、同条第２号及び第３号

中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改める。 

附則第３項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に改め、「同条中「法

第７０３条の５に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金額」を加え、「、「法」を「「

法」に、「とする。）」を「とする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１

２５万円」に改める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の木更津市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２６４号）の施行に伴い、関係条文の

整備をしようとするものである。 
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議案第２１号 

木更津市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市保育園の設置及び管理に関する条例（昭和６２年木更津市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 別表木更津市立吾妻保育園の項を削る。 

  附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市立吾妻保育園の民営化に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２２号 

木更津市心身障害児童福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市心身障害児童福祉手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市心身障害児童福祉手当支給条例の一部を改正する条例 

木更津市心身障害児童福祉手当支給条例（昭和４４年木更津市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条に次のただし書を加える。 

ただし、受給権が消滅した場合におけるその期間の手当は、その支給月でない月であつても

支給する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市心身障害児童福祉手当支給条例の規定は、令和３年４月分 

以後の期間における手当から適用し、同年３月分以前の期間における手当については、なお従 

前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

心身障害児童福祉手当の受給権が消滅した場合において、支給月でない月であっても手当を支

給できるようにするため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２３号 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例 

木更津市介護保険条例（平成１２年木更津市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に改め、同

項第１号中「３１，３００円」を「３２，１００円」に改め、同項第２号中「４７，７００円」

を「４８，８００円」に改め、同項第３号中「４９，０００円」を「５０，２００円」に改め、 

同項第４号中「５８，８００円」を「６０，２００円」に改め、同項第５号中「６５，４００円」 

を「６６，９００円」に改め、同項第６号中「７７，１００円」を「７７，０００円」に改め、 

同号ア中「規定する合計所得金額（」を「規定する合計所得金額をいい、」に改め、「第３５条

の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加え、「とする。）をいう」を「とし、当該合

計所得金額が０を下回る場合には、０とする」に、「１２５万円」を「８０万円」に改め、同号

イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同項第１３号中「１３７，

３００円」を「１５４，０００円」に改め、同号を同項第１４号とし、同項第１２号中「１３４

，０００円」を「１４７，３００円」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第１１号中「１２

７，５００円」を「１４０，６００円」に改め、同号を同項第１２号とし、同項第１０号中「１

２４，２００円」を「１３３，９００円」に改め、同号イ中「第１２号イ」を「第１３号イ」に

改め、同号を同項第１１号とし、同項第９号中「１０７，９００円」を「１１３，８００円」に

改め、同号イ中「第１１号イ又は第１２号イ」を「第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同号を

同項第１０号とし、同項第８号中「９８，１００円」を「９９，１００円」に改め、同号イ中「

第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」を「第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、

同号を同項第９号とし、同項第７号中「８３，７００円」を「８４，３００円」に改め、同号イ

中「第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」を「第１０号イ、第１１号イ、第１２

号イ又は第１３号イ」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ７８，３００円 
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 ア 当該年度分の保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が１２５万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ

に該当する者を除く。） 

第４条第２項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に、「１８

，３００円」を「１８，７００円」に改め、同条第３項中「令和元年度及び令和２年度」を「令

和３年度から令和５年度まで」に、「１８，３００円」を「１８，７００円」に、「３１，３０

０円」を「３２，１００円」に改め、同条第４項中「令和元年度及び令和２年度」を「令和３年

度から令和５年度まで」に、「１８，３００円」を「１８，７００円」に、「４５，７００円」

を「４６，８００円」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１２条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額をいう。）に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている

者の令和３年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）

の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額

及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して

得た額（当該額が０を下回る場合には、０とする。）によるものとし、租税特別措置法」とす

る。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、

同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、

同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとする。 
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  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市介護保険条例第４条の規定は、令和３年度分の保険料から

適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１号）の施行及び第８期木更

津市介護保険事業計画策定に伴う保険料率の改定に伴い、関係条文の整備をしようとするもので

ある。 
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議案第２４号 

木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

令和３年２月１２日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年木更津市条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

第３条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制

の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間におけるこの条例による改正後の木更

津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第３条第３項の規定の適用については、同項

中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。 
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提案理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和

３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２５号 

木更津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

木更津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

木更津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年木更津市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

第３条に次の２項を加える。  

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必

要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければ

ならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに

当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用

し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間におけるこの条例による改正後の木更

津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予
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防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第３条第３項の規定の適用

については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和

３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２６号 

木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２７年木更津市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

目次中「第５章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３５条）」を 

「第５章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３５条） 
に改める。 

第６章 雑則（第３６条）              」 

第４条に次の２項を加える。 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第１１８条の２

第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

第２０条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２１条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等
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の必要な措置を講じなければならない。 

第２１条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２１条の２ 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

第２３条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２３条の２ 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

⑶ 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第２４条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

第２９条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 
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第２９条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第３３条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する 

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」

を加える。 

本則に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想 

定されるもの（第１０条（前条において準用する場合を含む。）、第３３条第２８号（前条に

おいて準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承

諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書

面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を

得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識する
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ことができない方法をいう。）によることができる。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間におけるこの条例による改正後の木更

津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法の基準等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第４条第５

項、第２０条（改正後の条例第３５条において準用する場合を含む。）及び第２９条の２（改

正後の条例第３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、改正後の条例

第４条第５項及び第２９条の２中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」

とし、改正後の条例第２０条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事

項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要

事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間における改正後の条例第２１条の２（ 

改正後の条例第３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、改正後の条

例第２１条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第

２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「行う

ものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間における改正後の条例第２３条の２（ 

改正後の条例第３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、改正後の条

例第２３条の２中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和

３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２７号 

木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例 

木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成３０年木更津

市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第６章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）」を 

「第６章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条） 
に改める。 

第７章 雑則（第３４条）              」 

第４条に次の２項を加える。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第１１８条の２

第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

第７条第２項中「できること」の次に「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」を加える。 

第１６条中第３０号を第３１号とし、第２１号から第２９号までを１号ずつ繰り下げ、第２０

号の次に次の１号を加える。 
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(21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サ

ービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以下この号にお

いて「サービス費」という。）の総額が法第４３条第２項に規定する居宅介護サービス費等

区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総

額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの

求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を

検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サ

ービス計画を市町村に届け出なければならない。 

第２１条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２２条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

第２４条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生
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し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第２５条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

第３０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

本則に次の１章を加える。 

第７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その 

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され 
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た紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想 

定されるもの（第１０条（前条において準用する場合を含む。）、第１６条第２８号（前条に 

おいて準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、 

当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承

諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書

面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を

得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１６条の改正規定は、令和３年１

０月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間におけるこの条例による改正後の木更 

津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（以下「改正後の条例」 

という。）第４条第５項、第２１条（改正後の条例第３３条において準用する場合を含む。） 

及び第３０条の２（改正後の条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ 

いては、改正後の条例第４条第５項及び第３０条の２中「講じなければ」とあるのは「講じる 

ように努めなければ」とし、改正後の条例第２１条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止の 

ための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事

項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間における改正後の条例第２２条の２（ 

改正後の条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、改正後の条 

例第２２条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第 

２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「行う 

ものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 
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４ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間における改正後の条例第２４条の２（ 

改正後の条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、改正後の条 

例第２４条の２中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和

３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２８号 

木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例 

木更津市営住宅設置管理条例（平成９年木更津市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「名称」を「区分、名称」に、「別表の」を「別表に掲げる」に改める。 

別表中「別表」を「別表（第３条第２項）」に改め、同表市営住宅の項久津間団地の目及び祇 

園団地の目を削り、同項住吉団地の目中「高柳２丁目」を「高柳二丁目」に、「、１６番」を「 

及び１６番」に改め、同項長須賀団地の目中「１，６５０番地」を「１６５０番地」に改め、同 

項清見台団地の目を削り、同項岩根団地の目中「岩根２丁目」を「岩根二丁目」に改め、同項東 

清団地の目中「１００番地２３２、２６３」を「１００番地２３２及び２６３」に改め、同項江 

川団地の目中「１，３８４番地」を「１３８４番地」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第３条第２項の改正規定及び別表の改 

正規定（同表市営住宅の項久津間団地の目、祇園団地の目及び清見台団地の目を削る部分を除く。）

は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 久津間団地、祇園団地及び清見台団地の用途廃止等に伴い、関係条文の整備をしようとするも

のである。 
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議案第２９号 

木更津市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市空家等対策の推進に関する条例（平成２９年木更津市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条の見出しを「（協議会）」に改め、同条第２項前段中「市長は」を「協議会は、法第７

条第１項に定めるもののほか」に、「を協議会に諮問するものとする」を「に関し協議する」に

改め、同項ただし書中「第４号」を「第３号」に、「措置の代行が緊急を要する」を「市長が緊

急を要すると認めて代行する」に改め、同項後段中「について」を「をした後、」に改め、同項

中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、同項第４号中「代行措置」を「に

係る措置の代行」に改め、同号を同項第３号とし、同項中第５号を第４号とし、同条中第３項を

削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。 

第７条の見出しを「（指導等に係る措置の代行）」に改め、同条第２項中「措置を代行」を「 

規定による代行を」に、「当該措置」を「当該代行」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市空家等対策協議会を所定の事項に関し協議する機関とするため、関係条文の整備をし

ようとするものである。 
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議案第３０号 

   財産（工作物）の取得について 

 市は、次のとおり財産を取得する。 

  令和３年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦  

１ 財 産 名  道路照明灯及び公園灯に係る灯具一式 

２ 財産の概要  既存の道路照明灯及び公園灯を賃貸借契約によりＬＥＤ照明へ更新し、契

約終了後、当該物品の無償譲渡を受けるものである。 

３ 取 得 金 額  ２１６，４１４，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

４ 契約の相手方  千葉市中央区弁天一丁目５番１号 

          大和リース株式会社 千葉支店 

          支店長 柏 昌明 

５ 契約の方法  随意契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 市内照明灯一斉ＬＥＤ化事業に関する賃貸借契約の締結に伴い、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第３条により、議会の議

決を得ようとするものである。 
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議案第３１号 

財産（工作物）の取得について 

市は、次のとおり財産を取得する。 

令和３年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 財 産 名  特定公園施設 

２ 財産の概要  木更津市富士見三丁目５番 鳥居崎海浜公園 

特定公園施設（園路、広場、駐車場、植栽等） 

３ 取 得 金 額  １９８，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

４ 契約の相手方  代表企業 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 

               大和リース株式会社 

代表取締役 森田 俊作 

          構成企業 木更津市矢那２３８１番地 

               谷中造園土木株式会社 

 代表取締役 谷中 淑浩 

５ 契約の方法  随意契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

鳥居崎海浜公園整備・管理運営事業者募集事業に関する特定公園施設建設・譲渡契約の締結に

伴い、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条

例第９号）第３条により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３２号 

   財産（土地）の貸付について 

 市は、次の土地を適正な対価なくして貸付する。 

  令和３年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 土地の表示 

   所   在  木更津市吾妻二丁目６４７番１３、６４７番１４ 

地   目  宅地 

地   積  ２，７７３．５４㎡ 

２ 貸付の金額  年額１，４２５，８１６円 

３ 貸付の期間  令和３年４月１日から令和２０年３月３１日まで 

４ 貸付の相手方  木更津市富士見三丁目８番３号 

          社会福祉法人木更津大正会 

          理事長 宮﨑 栄樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市立吾妻保育園を民営化することに伴い、市が所有する財産（土地）を適正な対価なく

して貸付することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規

定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３３号 

   財産（建物）の譲渡について 

 市は、次の建物を適正な対価なくして譲渡する。 

  令和３年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 建物の表示 

   種   類  保育園 

   所   在  木更津市吾妻二丁目１０番７号 

   構   造  鉄筋コンクリート造２階建 

   延 床 面 積  ７７４．７９㎡ 

２ 譲渡の金額  無償 

３ 譲渡の相手方  木更津市富士見三丁目８番３号 

          社会福祉法人木更津大正会 

          理事長 宮﨑 栄樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市立吾妻保育園を民営化することに伴い、市が所有する財産（建物）を適正な対価なく

して譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規

定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３４号 

   権利（債権）の放棄について 

 市は、次の債権を放棄する。 

  令和３年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 債 権 の 種 類  市営住宅使用料（遅延損害金を含む。） 

２ 債 権 額  ３８２，２５０円（遅延損害金を除く。） 

３ 債 務 者  個人 

４ 債権放棄の理由   債務者が平成２９年に死亡し、かつ、相続人の全てが相続放棄をして 

いることから、当該使用料を請求すべき相手方が存在せず債権回収の見

込みがないため、債権を放棄する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 市営住宅使用料に係る債権を放棄するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１０号の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３５号 

   権利（債権）の放棄について 

 市は、次の債権を放棄する。 

  令和３年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 債 権 の 種 類  市営住宅使用料（遅延損害金を含む。） 

２ 債 権 額  ６５４，２００円（遅延損害金を除く。） 

３ 債 務 者  個人 

４ 債権放棄の理由   平成２３年に仮執行宣言を付した支払督促を行ったが、債務者が平成 

２４年に死亡し、かつ、相続人へ支払督促及び強制執行の手続きによっ 

ても債権回収の見込みがないため、債権を放棄する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 市営住宅使用料に係る債権を放棄するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１０号の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３６号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係

る契約の変更契約の締結について 

 市は、次のとおり特定事業に係る契約の変更契約を締結する。 

令和３年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

１ 事 業 名  第２期君津地域広域廃棄物処理事業 

２ 事 業 場 所  富津市新富２１番３ 

３ 事 業 内 容  第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る施設の設計・建設及び運営業務 

４ 契 約 金 額  変更前 ８２，０６０，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を

含む。） 

          変更後 ８２，６４５，７３９，０００円（三者協定に基づく日本製鉄株

式会社負担分控除前）（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

              ８０，９４７，２０２，６００円（三者協定に基づく日本製鉄株

式会社負担分控除後）（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

５ 契約の相手方  富津市青木一丁目５番地１ 

          株式会社上総安房クリーンシステム 

          代表取締役 須賀 潔 

 

 

 

提案理由 

事業者から提案があった、事業者のグループ会社（日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区）

から排出される事業系ごみ（一部産業廃棄物扱いを含む。）を受け入れることによる自治体処理

委託費の低減を図る内容の提案を採用することとし、令和２年９月２４日に可決された第２期君

津地域広域廃棄物処理事業に係る契約の変更契約を締結するため、民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規

定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３７号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係

る契約の変更契約の締結について 

市は、次のとおり特定事業に係る契約の変更契約を締結する。 

令和３年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 事 業 名  木更津第一小学校改築及び（仮称）木更津市学校給食センター整備事業 

２ 事 業 場 所  木更津市中央一丁目１１番１号及び木更津市潮見二丁目１３番１ほか 

３ 事 業 内 容  木更津第一小学校の施設整備及び維持管理業務並びに木更津市学校給食セ

ンターの施設整備及び維持管理・運営業務 

４ 契 約 金 額  変更前 ６，６５４，２８０，９８３円に金利変動、物価変動及び食数変

更による増減額、市の是正勧告に基づく減額並びに消費税及び地

方消費税を加算した額の範囲内 

                    変更後 ６，６５９，１５３，８８３円に金利変動、物価変動及び食数変

更による増減額、市の是正勧告に基づく減額並びに消費税及び地

方消費税を加算した額の範囲内 

５ 契約の相手方  木更津市清見台南一丁目６番６号 

          木更津教育サービスＰＦＩ株式会社 

          代表取締役社長 甲良 和生 

 

 

 

提案理由 

 木更津市学校給食センターによる学校給食配膳業務について、木更津市立太田中学校の生徒数

増加による学級数の増加に伴い、平成３０年３月１３日に可決された木更津第一小学校改築及び

（仮称）木更津市学校給食センター整備事業に係る契約の変更契約を締結するため、民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条及

び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第

９号）第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３８号 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業

協議会規約の一部を改正する規約に関する協議について 

 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議

会規約の一部を改正する規約を次のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の６の規定により関係普通地方公共団体と協議するに当たり、同法第２５

２条の２の２第３項の規定により議会の議決を求める。 

令和３年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業

協議会規約の一部を改正する規約 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議

会規約の一部を次のように改正する。 

第５条中「千葉県木更津市潮浜三丁目１番地木更津市環境部まち美化推進課」を「千葉県富津

市下飯野２４４３番地富津市市民部環境保全課」に改める。 

第１０条第１項中「木更津市環境部まち美化推進課廃棄物処理事業準備室」を「富津市市民部

環境保全課」に改める。 

第１７条第３項中「木更津市」を「富津市」に改める。 

  附 則 

 この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議

会規約の一部を改正するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定に

より関係普通地方公共団体と協議するに当たり、同法第２５２条の２の２第３項の規定により議

会の議決を求めるものである。 

53




